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平成30年6月13日 受付日
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(名古屋高等裁判所経由）

岐地家裁総秘第327号

平成30年6月13日

最高裁判所事務総局人事局長殿

岐阜地方裁判所長・田村 眞

〔
裁判官分限事件の申立てについて ．

（裁判官の分限事件手続規則第1条第3項に基づく報告）

当裁判所は，裁判官分限法第6条に基づき，下記の裁判官について平成30年6

月13日裁判官分限事件の申立てをしました。

記 、

岐阜地方裁判所判事山崎秀尚

添付書類

平成30年6月13日付け裁判官に対する懲戒申立書
〔

－、

’

30‘6， 13

異！〃



平成30年6月13日

。

名古屋高等裁判所御中

岐阜地方裁判所長田村 眞

・ 裁判官に対する懲戒申立書

当裁判所は，裁判官分限法6条に基づき，下記の被申立人に対し，懲戒の申立て

をする。

記

岐阜地方裁判所判事

被申立人山崎秀尚

（
、

申立ての理由

1被申立人は，平成26年4月1日から平成30年3月31日まで名古屋地方裁

判所岡崎支部判事の職にあったところ，その在任期間中の平成29年4月17日

から平成30年3月30日までの間に, 36件の民事事件について，民事訴訟法

第252条に違反して，判決書原本に基づかずに判決を言い渡したものである。

2被申立人のこの行為は，裁判所法49条にいう職務上の義務に違反した場合に

該当し，懲戒に付するのが相当であるので，本申立てをする。

〔

証拠目録

被申立人の履歴書

岐阜地方裁判所長作成の報告書

名古屋地方裁判所民事首席書記官作成の報告書
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犀鵠碍
件裁判官分限事件の終局裁判について〈報告）
名‘
一 ~二二二二二二三＝二二

伺

い

文

●

受付日

決決裁処理期限日
裁決裁日

施行処理期限日

施行日
施－－－－，

起廣部署
平成30年7月2日 平成30年6月29日

’
分
所
課
判
査
裁
調
高
局

泡

最
事
所
人
判
局
裁
総
戒

蕊
職

案驍 感蜀ワー
（分限懲戒）人事事務

分限・懲戒

分限裁判（平成30年度）

施行先
大分類

灘州
取秘密区分
扱礎雲軍終了日
指定事由

－

－｜行|睡壹に 取扱上の注意

匡
冷
一 |篝|鱒蕊琴灘|鶏卿馴。’

1
一－．

■－－－－
長 F■

『』

事務総

決
裁

●（進達）秘書課

も"務ゞ●
人事

●参事官《調査， ゞ長補佐(調査' "“色
調査課

●●
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ロ

２
９
７
２
１
月
１
６
第
年
秘
０
人
３
裁
成
高
平

名

最高裁判所事務総局人事局長殿

優名古屋高等裁判所長官原

裁判官分限事件の終局裁判について

（裁判官の分限事件手続規則第8条に基づく報告）

申立裁判所岐阜地方裁判所

被申立人岐阜地方裁判所判事

． 兼岐阜家庭裁判所判事

岐阜簡易裁判所判事

山崎秀尚

〔

当庁平成30年（分）第1号分限事件について，下記のとおり終局裁判がありまし

た。

〔
記

名古屋高等裁判所

被申立人を戒告する。

平成30年6月28日

裁判所

主 文

決定の日

添付書類．

決定写し 1通．

’
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平成30年(分)第1号
｝．

決 定

岐阜地方裁判所判事

兼岐阜家庭裁判所判事

岐阜簡易裁判所判事

被申立人 山 崎 秀 尚

上記被申立人に対し岐阜地方裁判所から裁判官分限法6条の規定による申立てが

あったので,当裁判所は,被申立人に陳述の機会を与えた上,次のとおり決定する。

主 文

被申立人を戒告する。

理 ， 由

1被申立入は,平成26年4月1日から平成30年3月31日まで名古屋地方裁

判所岡崎支部判事の職にあった者であるが，その在任期間中の平成29年4月1

7日から平成30年3月30日までの間に， 36件の民事訴訟事件について，民

事訴訟法252条に違反して，判決書の原本に基づかずに判決を言い渡したもの

である。

上記の事実は，被申立人の履歴書，岐阜地方裁判所長作成の報告書及び名古屋

地方裁判所民事首席書記官作成の報告書により，これを認める。

被申立人の上記行為は，裁判所法49条所定の職務上の義務に違反したときに

該当する。

2 よって，裁判官分限法2条の規定により被申立人を戒告することとし，主文の

とおり決定する。

． 平成30年6月28日

・ 名古屋高等裁判所特別部

仁

てく

●裁判長裁判官 揖 、斐

‐1．



凸各申 ~h 一国一一 _ -■
－■－一一一一一一◆｡L● ｡一一－戸一一一一争一一一－● 一一■－－一一一一一

●
●
●
●

高
山
永
水

裁判官 橘

裁判官

裕
圧

口

、

裁判官 野
‐
谷裁判官 美穂

(酉

〔兵

･2

〆



凸､凸■－■一●－－ 己亨 -1■一 一 二寺●一一 ､一一一｡－･一一一七－一一 一一
■二 - ■｡④-- -一二一●一一一一｡‐－－ ｡I■■一一色や配一

決裁｡罐董〉
判官の分限事件手続規則第8条I

ー

堂|鯉雪騨職判の確定について(裁判帥分限事件手続規則第'条 ’最高裁人調秘第218号L一

伺
い
文ｉ

平成30年7月6日起案日 平成30年7月6日 受付日

鑿蕊贄更譜蕊襄分簔難理期限・
限懲戒係

壷 二二施藤晉馴限･
施行先・

（分限懲戒）人事事務

分限・懲戒 行施行者

筆蕊贄更縛鶉襄分
限懲戒係
一

施行先

’
一

起 部署

平成80年7月6日

案|起案者
｜連絡先

鱗分” 分限裁判（平成S0年度）に 取扱上の注意

取|蕊鷆終了。
扱I…－－坐_L
指定事由 蕎童菫雛付＃

保行政文書保存期間5年
存保存期間満了時期平成36年3月3旧

区
分 ’一

口
長 、

事務勺決
裁

●(進達）秘塞課長

■

ﾛ

Q q

●
●

●供
覧

人事局 総務課

〔‐

参事官（調査） 課長補佐（調査） 分限懲戒係調査課
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●●●

■

●

備
考
欄 ､

’
一

1／1



■Ⅱ■■一一句･吟一口－－－＝一m一一一一一一一＝一一■4■■■●一一
－ －= Dー一－一一ー‐一、一一一一■一ー一一●－1■■－－－つ－－－■－

｛

名高裁人秘第1240号

平成80年7月6日

Q

最高裁判所事務総局人事局長殿

優名古屋高等裁判所長官原

裁判官分限事件の裁判の確定について

（裁判官の分限事件手続規則第8条に基づく報告）

申立裁判所岐阜地方裁判所

被申立人岐阜地方裁判所判事

兼岐阜家庭裁判所判事

． 岐阜簡易裁判所判事

山崎秀尚

〔

当庁平成30年（分）第1号分限事件について，同年6月28日にされた裁判は，
。■

同年7月6日に確定しました。

〔
’

0

「

8



'忽夕

係長 ｜ 係補佐秘書課長 参事官 ’
■

●● 口●●
印刷局への官報掲載について以下のとおり依頼してよろしいか（電子入稿） 。

●

【入稿期限なし】

｜裁判官分限事件の裁判の公示/“離塗論((寺ノ掲載項目名・件名

〈

原稿番号(管理番号） ’第169号(000,6J)

’原稿枚数
幹

3枚

掲載希望日 なじ

に掲載されるようお取り計らいください。
りました践御連絡くださいますようお願
勵,事件番号の数字は全角で表記してくださ

涼やか（こ信報に
掲載日が決まり
いいたします｡／
い･

通信棚

少
ゴ
、

最高裁判所官報原稿を送付しますから，速』
掲載されるようお取り計らいください。掲罰
ましたら，御連絡くださいますようお願いl
事件番号の数字．は全角で表記してください。

涼やかに官報に
掲載日'が決まり
いいたします。

掲載依頼本文



名高裁民第224号

平成30年7月9日

最高裁判所官報報告主任

最高裁判所事務総局秘書課長殿

名古屋高等裁判所長官原 優

（ 官報原稿の掲載について（依頼）

裁判官分限事件の裁判の公示の原稿を別添のとおり送付しますから，官報に掲載

されるようお取り計らいください。

(、

’



官報原稿の送付 l/1ページ

事務連絡

平成30年7月1泊

国立印刷局官報部生任専門官

最高裁判所事務総局秘書課課長補佐

官報原稿の送付『

最高裁判所官報原稿差送付しますから,速やかに官報に掲載されるようお取り計らいください｡掲
戸

載日が決まりましたら『御連絡くださいますようお願いいたします｡事件番号の数字は全角で表記
してください。＝

(添付フアイル）
最高裁判所000169公文官庁報告(法務).zip

（
’

（

’



公文管理項目情報
【出力日ﾛ割
【掲載項目区分】
【掲載項目名】
【起案元官庁名】
【共同官庁名】
【管理番号】
【送付区分】
【前回管理番号】
【件名】
【原稿枚数】
【件数】
【掲載希望日 （年
【掲載希望日 （月
【掲載希望日 （日
【通信欄】

201807111353

公文〆
官庁報告（法務)／
最高裁判所〆

000169〆

新規

裁判萱分限事伴の裁判の公示
3′′

1，
１
１
１

年
月
日

く
く
く

１
１
１
速やかに官報に掲載されるようお取り計らいください。掲載日が決まりまし
たら，御連絡くださいますようお願いいたしま筑事件番号の数字は全角でたら，御連絡くださいますようお願いいたしま
表記してください。
第169号（最高裁,裁判官分限‐前文).docx

薑瀧簾婁義鱸雰膿調:::；
第169号（最高裁裁判官分限本文) .pdf

【原稿指定部】

【PDF指定部】 ’

（

’

（



/台？

鍬交〉

裁判官分限事件の裁判の公示

<〒

（



/ち？

<牢黄＞

平成30年(分)第1号

決 定

岐阜地方裁判所判事

兼岐阜家庭裁判所判事

岐阜簡易裁判所判事

被申立人 山 崎 秀 尚

上記被申立人に対し岐阜地方裁判所から裁判官分限法6条の規定による申立てが

あったので,当裁判所は,被申立人に陳述の機会を与えた上,次のとおり決定する。

主 文

被申立人を戒告する。

理 由

1被申立人は，平成26年4月1日から平成30年3月31日まで名古屋地方裁

判所岡崎支部判事の職にあった者であるが，その在任期間中の平成29年4月1

7日から平成30年3月30日までの間に, 36件の民事訴訟事件について，民

事訴訟法252条に違反して，判決書の原本に基づかずに判決を言い渡したもの

（

である。 ’
上記の事実は，被申立人の履歴書，岐阜地方裁判所長作成の報告書及び名古屋

地方裁判所民事首席書記官作成の報告書により， これを認める。

被申立人の上記行為は，裁判所法49条所定の職務上の義務に違反したときに

該当する。

2 よって，裁判官分限法2条の規定により被申立人を戒告することとし，主文の

とおり決定する。

平成30年6月28日

名古屋高等裁判所特別部

（

裁判長裁判官 揖 斐 潔

‐1‐



高 徹裁判官 橋

裕 之裁判官 山 口

裁判官 圧 彦永 野

裁判官 水 美穂子谷

『
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裁判官会議（第16回）議事録

平成30年6月13日 （水曜日）

裁判官会議室において，午前10時30分開議

出席者大谷長官，岡部，鬼丸山本，山崎，池上, ､小池，木澤，菅野， 山口，戸

倉，林，宮崎，深山，三浦各裁判官

大谷長官議長席に着く。

議事

筵

4人事について

（1）堀田人事局長から，資料第3に基づき，人事関係事項について説明があり，

4の裁判官の分限事件の申立てについては，報告が

された。

（
午前10時53分終了

議 長

〃
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幕3裁判官会議讃料
（6月′3日翻豊）

裁判官会議付議人事関係事項(平成30, 6.13提出）

く

i
裁判官の分限事件の申立てについて（報告）4

(魚
岐阜地家判事・岐阜簡裁判事

C

山崎秀尚(42）
｜
I

I

卜
1



裁判官会議（第18回）議事録

平成30年7月4日 （水曜日）

裁判官会議室において，午前10時30分開議

出席者大谷長官，岡部，鬼丸，山本，山崎，池上，小池，木澤，菅野，山口，戸

倉，林，宮崎,深山三浦各裁判官

大谷長官議長席に着く。

議事

（

3人事について

（1） 堀田人事局長から，資料第2に基づき，人事関係事項について説明があり，

1の裁判官の分限については，報告がされ，

午前10時50分終了

（

議 長

1 －

秘書課長
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裁判官会議付議人事関係事項(平成30． 7． 4提出）

1裁判官の分限について（報告）

岐阜地家判事・岐阜簡裁判事戒告

尚（42）山崎秀
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裁判官会議（第19回）議事録

平成30年7月11日 （水曜日）

裁判官会議室において，午前10時30分開議

出席者大谷長官，岡部，鬼丸，山本， 山崎池上，小池，木澤，菅野，山口，戸

倉，林，宮崎，深山，三浦各裁判官

大谷長官議長席に着く。

議事

1

く

3人事について

（1）堀田人事局長から，資料第3に基づき，人事関係事項について説明があり，

4の裁判官の分限の裁判の

確定については，報告がされ，

（
、~

午前11時41分終了
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寡3裁判官会議資料
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(報告）

岐阜地家判事・岐阜簡裁判事

4裁判官の分限の裁判の確定について

戒告

山崎秀尚（42）
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